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一 般 質 問 発 言 通 告 書 平成１９年９月１１日 
午      時      分受理 
平成１９年９月１１日 

  小川町議会議長  様 
                              小川町議会議員  柳田多恵子     印 
  小川町議会会議規則第６０条により次のとおり通告します。 

質     問     の     要     旨 答弁を求める者 
質問事項１ 

税負担の軽減について町ができることについて 
  

昨年は、定率減税半減による増税、老年者控除の廃止、年金課税

の強化、課税限度額の廃止などで、高齢者・サラリーマンなどに、

大変な大増税が襲いました。国民健康保険税の所得割、介護保険料

にもはね返って、こちらも大幅な増税、所得階層別の段階が一気に

引き上げられ保険料の負担増につながりました。   

今年は税源移譲にともなう住民税増税と定率減税の廃止。影響額

は合計で 3 億 2633 万円ということでした。町民にとっては、２

年連続して大増税が押し付けられました。そこで何点かうかがいま

す。 

① 昨年も税務課窓口での対応は大変だったと聞きますが、苦
情・問い合せは何件ぐらいあり、その内容の特徴的なものは

どのようなことでしたか。 

② 今年の4月に日本共産党小川町委員会で行った町民アンケー
トでは、66％の人が、「生活が苦しくなった」と回答し、医

療費や国保税、介護保険料、住民税の負担増に不安や不満を

訴え、町で最も進めてほしいことは「税負担の軽減」と答え

ています。増税に対する直接の責任は、国にあります。しか

し、大増税で困っている町民に対して、地方税法や条例の減

免規定に基づいて、町民の税金を減免する。町ができること

を実施する。きめ細やかな対応が求められているのではない

でしょうか。昨年度、あるいは今年度、住民税、国保税（法

定減免以外）で町が減免したのは、何件、金額にしていくら

ですか。 

③ 6 月 29 日、日本共産党小川町議員団で住民税について、町
条例に規定した減免制度の周知徹底と、より町民の生活実態

にあった減免制度の新設を求める要望書を提出いたしまし

た。何らかの検討はされたのでしょうか。また地方税法第

323 条住民税について、「貧困により公私の扶助を受ける

者」は減免の対象になるとしています。「公の扶助」というの

は生活保護以外にどのような例があるでしょうか。「私の扶

助」というのは具体的にどのような扶助だと考えられますか。 

④ 高齢者の障害者控除については、昨年の9月議会で取りあげ
ました。12 月議会、３月議会の中で小川町独自の見解を示
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され、事務担当者により認定の方法などを研究し、比企管内

の統一を図ることとし、比企地区の関係市町村事務研究会に

おいて統一した案を研究中ということでしたが、その後の経

緯はどうなっていますか。 

 
質問事項２ 

こども医療費無料化について 
 

小川町が、町づくり政策として子育て支援を大きく打ち出すこと

で、若い就労人口の流入を促し、そのことが将来的な財政基盤の安

定につながるのではないか。その方策の大きなポイントとして子ど

も医療費無料化の年齢枠を広げることを何度も取り上げてきまし

た。特に比企地域においてはどの自治体でも力を入れています。 

① 財政事情が潤沢であるとはいえない自治体もありますが、首
長の判断が大きく左右していると思われます。小川町におい

ては、ここ何度かの答弁の中で、第一段階として、まず小学

3 年生までを考えているということでした。県の追い風もあ

り、第2段階、第3段階と今後も考えていくのか伺います。 

② 窓口払いの廃止が困難な理由として、医療費の額を本人が確
認できないこと、審査機関を経由しないため正当な請求であ

るかチェックできないこと、国からの交付金の減額、付加給

付の関係、窓口負担が少なくなるほど医療費が増大するなど

があり、各自治体が思い切って窓口払いに踏み込めないとさ

れていました。 

確かに、国は現物給付を行っている自治体について国保財

政に対する国庫補助金を減額する仕組みをとっており、

2005年は全部で71億円の削減があったということです。

現物給付による子ども医療費の無料化は父母の願いであり、

この願いにこたえた自治体に対する国の「ペナルティー」は

住民福祉にも地方自治にも反するもので直ちに中止すべきで

す。地方自治体からは、「減額調整措置の廃止が必要」という

要望書が繰り返し提出されています。 

仮に小川町が現在の就学前までの医療費を小学校3年生、

あるいは小学6年生まで現物給付とした場合、国からの国保

財政に対してのペナルティーはどのくらいになるでしょう

か。 

③ 平成18年11月の数字で所得200万円以下の世帯が4336

世帯ということでした。小川町総世帯数の3分の１強です。

いわゆるワーキングプア層ではないでしょうか。この数字は

若い世代から高齢者までであり、またすべてが国保世帯であ

るとはいえないと思いますが、付加給付がないことや国保に

ついてはレセプト点検をやっているということから、当面国

保世帯だけでも現物給付をはじめられないでしょうか。 

 

質問事項３ 
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交通手段の確保について 
 

交通手段の確保については、日本共産党小川町議員団でも一般質

問や常任委員会で取りあげ、また多くの議員も取り上げており、そ

れだけ住民の皆さんの要望が高いといえます。循環バスあるいはデ

マンド方式のバスなり、埼玉県内 70 自治体のうち 49 自治体が実

施しています。 

 町の回答では、利便性がよくないと利用されない。利便性をよく

することで既存の路線バスとの競合・撤退への懸念、タクシー業界

への影響が考えられる。また、財源の確保をどうするのかなど問題

は山積していますが、町としても今後高齢化がさらに進めば避けて

通れない喫緊な課題としては共通の認識があります。 

財源的な配慮も必要ですが、三月議会で本多議員が取りあげてい

たように、集団で知恵を出し合う「循環バス検討委員会（仮称）」を

立ち上げ、まずは緒につくことはないでしょうか。ご見解をうかが

います。 

 

質問事項４ 

税収と雇用について 
 

ホンダ第2独身寮のための建設用地を探しているということです

が、現在の段階で発表できることがあればお知らせください。 

 

独身寮は寄居町用土のホンダ所有地に建設されることとなりまし

た。 

６月議会では、小川町に独身寮が建設され 250 人の社員が居住

されることを前提に推定として、税収の試算がされました。 

給与収入が一人500万円として個人町民税で年間3900万円、

固定資産税と都市計画税で合わせて5000万円という試算でした。 

住民の方がホンダに問い合わせると、用土に建設される独身寮で

は正規社員の他に期間限定の社員も混在し、この方たちの給与はお

そらく課税対象にならないだろうということでした。確かに個人町

民税、固定資産税、都市計画税を合わせれば増収が見込めますが、

相反して地方交付税の算出においては、増収分の原則 75％を基準

財政収入額に参入するため、理論上は約 25％しか地方自治体の収

入増にはならない。つまり税収で伸びた分の約4分の３は地方交付

税で相殺されるのではないかと推察されます。あくまでも仮定の数

字で恐縮ですが、少なくない町民の方から問い合わせがありました。

ご見解をうかがいます。 

多くの住民の皆さんが税収もさることながら寄居工場、エンジン

工場や関連企業も含めて地元から多くの雇用を期待されておりま

す。町として今後どのような働きかけをしていくのかうかがいます。 
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